
平
成
十
年
度
別
府
史
談
会
総
会
講
演
要
旨

別
府
と
大
友
氏

は
じ
め
に

　
大
友
氏
と
別
府
と
の
関
係
は
、
か
な
り
古
く
大
友
氏
の
発
生
期

の
豊
後
入
部
の
問
題
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
は
三
代
大
友
頼

泰
の
時
の
大
隅
正
ハ
幡
宮
大
神
宝
相
論
の
際
に
石
垣
荘
が
関
係
す

る
程
度
で
、
そ
の
後
は
戦
国
時
代
の
大
友
宗
麟
・
義
統
の
時
代
ま

で
下
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
①
大
友
能
直
の
浜
脇
浦
上
陸
伝
説
　
②
大

隅
正
ハ
幡
宮
人
神
宝
相
論
を
め
ぐ
る
大
友
頼
泰
と
石
垣
荘
　
③
大

友
義
統
と
石
塩
原
合
戦
の
三
点
に
つ
い
て
、
史
料
を
通
し
て
大
友

氏
と
別
府
の
様
相
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

大
友
氏
と
別
府
と
の
関
わ
り
は
、
既
に
『
別
府
市
誌
』
で
も
詳
し

く
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
大
友
能
直
の
豊
後
入
部
問
題
、
及
び

大
隅
正
ハ
幡
宮
人
神
宝
相
論
を
め
ぐ
る
大
友
頼
泰
と
石
垣
荘
に
関

大
分
県
立
先
哲
史
料
館

　
　
研
究
員
三
重
野

誠

し
て
も
、
『
大
分
県
史
中
世
篇
Ｉ
』
や
『
大
分
市
史
中
』
を
始

め
と
す
る
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
今
更
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
史

料
を
再
読
す
る
こ
と
は
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
感
が
あ
る
が
、
今
回

史
読
会
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
則
り
、
今
一
度
史
料
を
通
し
て

上
記
の
三
点
の
事
象
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
大
友
能
直
の
浜
脇
浦
上
陸
伝
説

　
大
友
氏
の
初
代
能
直
は
、
出
生
・
権
限
等
に
お
い
て
謎
に
包
ま

れ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
出
生
に
つ
い
て
は
渡
辺
澄
夫
氏
が

「
豊
後
大
友
氏
の
出
自
に
つ
い
て
」
で
、
相
模
国
古
庄
郷
郷
司
古

庄
能
成
の
子
で
、
中
原
親
能
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
て
、
従
来
ま
で
根
強
く
支
持
さ
れ
て
い
た
源
頼
朝
落
胤
説
が
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否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
方
能
直
の
権
限
に
つ
い

て
は
豊
前
・
豊
後
両
国
守
護
職
お
よ
び
鎮
西
奉
行
職
を
帯
び
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
も
と
に
、
佳
久
七
年
（
一
一
九
六
）
（
佳
久

四
年
説
も
あ
り
）
に
海
路
浜
脇
浦
に
上
陸
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
見
解
が
拠
っ
て
立
つ
史
料
が
次
の
「
大
友
家
文
書
録
」
の
綱

文
で
あ
る
。

建
久
七
年
丙
辰
正
月
十
一
日
、
能
直
披
補
豊
前
・
豊
後
両
国
守

護
職
、
兼
鎮
西
奉
行
、
三
月
十
日
、
使
古
庄
四
郎
重
能
先
発
、

○
六
月
十
一
日
、
能
直
自
率
頼
朝
附
属
之
諸
士
七
十
二
騎
、
及

従
卒
千
八
百
余
人
、
従
速
見
郡
浜
脇
浦
上
陸
、
国
中
武
士
、
聞

之
風
廉
矣
、
緒
方
三
郎
惟
栄
、
為
先
導
入
国
、
云
阿
南
次
郎
惟

家
陣
高
崎
山
、
弟
弥
次
郎
家
親
拠
鶴
賀
城
、
大
野
九
郎
泰
基
拠

大
野
郡
神
角
寺
山
、
共
抗
、

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
友
能
直
は
、
建
久
七
年
の
正
月
十
一
日
に

豊
前
・
豊
後
守
護
職
並
び
に
鎮
西
奉
行
に
補
せ
ら
れ
、
三
月
十
日

に
、
古
庄
重
能
を
先
発
と
し
て
派
遣
し
、
六
月
十
一
日
に
は
、
能

直
自
ら
源
頼
朝
よ
り
付
け
ら
れ
た
七
十
二
名
の
騎
馬
武
者
と
従
者

千
八
百
余
人
を
率
い
て
速
見
郡
浜
脇
浦
か
ら
上
陸
し
た
。
こ
れ
を

聞
い
て
豊
後
国
中
の
武
士
た
ち
は
能
直
に
従
い
、
緒
方
惟
栄
の
先

導
で
、
能
直
は
豊
後
に
入
国
し
た
が
、
阿
南
惟
家
は
高
崎
山
、
弟

家
親
は
鶴
賀
城
、
大
野
泰
基
は
神
角
寺
山
に
拠
っ
て
抗
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
本
当
に
大
友
能
直
は
、
豊
前
・
豊

後
守
護
、
鎮
西
探
題
と
し
て
、
兵
を
率
い
て
浜
脇
浦
に
上
陸
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
史
料
が
「
大
友
家
文
書
録
」
の
綱
文
で
あ

り
、
こ
れ
以
外
の
当
該
機
の
古
文
書
で
能
直
の
豊
後
入
国
が
判
明

す
る
も
の
が
無
い
以
上
、
当
該
機
の
他
の
史
料
か
ら
、
能
直
及
び

豊
後
の
動
静
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
鎌
倉
幕
府
の
正
史
で
あ
る
『
吾
妻
鎮
』
に
よ
る
と
、
建
久

六
年
三
月
十
日
に
は
、
源
平
合
戦
に
お
い
て
焼
失
し
た
東
大
寺
の

再
建
供
養
が
行
わ
れ
、
大
友
能
直
は
、
そ
れ
に
臨
ん
だ
源
頼
朝
の

「
御
随
兵
」
の
な
か
に
「
大
友
左
近
将
監
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

佳
久
六
年
三
月
に
は
源
頼
朝
と
と
も
に
奈
良
に
居
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
頼
朝
に
供
奉
し
て
、
四
月
十
五
日

に
は
石
清
水
ハ
幡
宮
、
五
月
十
八
日
～
二
十
一
日
に
は
天
王
寺
へ

赴
い
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
佳
久
七
年
の
記
録
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が
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
欠
落
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
能
直
の
動
静

は
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
二
代
将
軍
と
な
っ
た
源
頼
家
が
、

正
治
二
年
二
二
〇
〇
）
二
月
二
十
六
日
に
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
詣
し

た
際
に
「
御
後
衆
廿
人
」
の
う
ち
に
「
大
友
左
近
将
監
」
と
し
て

供
奉
し
て
お
り
、
幕
府
の
中
枢
の
近
い
と
こ
ろ
で
活
躍
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
こ
の
建
久
七
年
の
段
階
で
豊
前
・
豊
後
守
護
で
あ
り
、

鎮
西
探
題
で
あ
っ
た
人
物
は
誰
な
の
か
。

　
柳
川
の
立
花
氏
が
所
蔵
し
て
い
る
「
大
友
文
書
」
の
な
か
に
、

豊
前
・
豊
後
守
護
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
が
判
明
す
る
興
味

深
い
史
料
が
あ
る
。
ま
ず
、
建
久
六
年
五
月
付
け
の
征
夷
大
将
軍

家
政
所
下
文
案
に
よ
る
と
、
「
征
夷
大
将
軍
家
政
所
下
　
西
海
道

御
家
人
等
　
定
道
　
鎮
西
守
護
人
事
　
前
提
部
頭
親
能
」
と
見
え
、

「
前
提
部
頭
親
能
」
と
い
う
人
物
が
鎮
西
守
護
人
に
補
任
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
前
掃
部
頭
親
能
」
こ
そ
大
友
能
直
の
養
父
で
あ
る

中
原
親
能
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
下
文
案
は
古
文
書
学
的
に

見
て
当
該
機
の
文
書
様
式
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
偏
文
書

の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
下
文
案
を
し
て
、

佳
久
七
年
の
時
の
守
護
は
中
原
親
能
で
あ
る
と
、
断
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
大
友
文
書
」
の
中
に
は
中
原
親
能
の
鎮
西

守
護
を
想
定
し
得
る
他
の
文
書
も
あ
る
。
そ
の
Ｉ
つ
が
次
の
前
右

大
将
家
御
教
書
案
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
在
御
判

一
可
禁
制
　
宇
佐
・
筥
崎
言
及
余
社
神
人
等
濫
行
事

　
右
賢

一
可
召
禁
夜
打
強
盗
殺
害
人
事

　
右
賢

　
以
前
司
条
、
前
右
大
特
段
仰
旨
如
此
、
価
執
達
如
件
、

　
　
建
久
七
年
十
一
月
十
四
日
　
　
　
平
盛
時
・

　
　
前
提
部
頭
殿

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
前
掃
部
頭
の
中
原
親
能
は
、
宇
佐
・
箱
崎
宮

等
の
神
人
の
濫
行
に
対
し
禁
制
を
加
え
、
夜
打
強
盗
殺
害
人
を
召

し
捕
ら
え
る
権
限
を
源
頼
朝
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

直
接
的
に
「
守
護
」
と
い
う
用
語
は
見
え
な
い
が
、
彼
が
こ
の
九

州
に
お
い
て
守
護
権
的
な
権
限
を
行
使
し
得
た
こ
と
が
判
明
す
る
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の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
も
、
大
友
能
直
の
養
父

で
あ
る
中
原
親
能
が
、
建
久
六
年
頃
以
降
よ
り
、
鎮
西
＝
九
州
に

対
し
て
か
な
り
の
権
限
を
保
有
し
て
お
り
、
「
豊
後
国
守
護
」
と

い
う
用
語
が
史
料
上
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
豊
後
に
お
け
る
武

家
の
実
質
上
の
支
配
権
は
中
原
親
能
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
建
久
七
年
の
段
階
で
、
大
友

能
直
は
豊
前
・
豊
後
守
護
並
び
に
鎮
西
奉
行
で
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
鎮
西
奉
行
的
な
権
限
を
行
使
で
き
た
の
は
養
父
の
中
原
親
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
友
能
直
が
養
父
と
同
様
な
権

限
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
養
父
中
原
親
能
が
承
元
二

年
（
万
一
〇
八
）
に
死
去
す
る
前
後
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
と
な
れ
ば
、
佳
久
七
年
に
大
野
泰
基
ら
の
豊
後
武
士
が
起
こ
し

た
反
乱
は
、
大
友
能
直
入
国
に
対
し
て
で
は
な
く
、
鎮
西
奉
行
的

権
限
を
保
有
す
る
養
父
中
原
親
能
に
対
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
も
し
仮
に
大
友
能
直
が
浜
脇
浦
に
上

陸
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
養
父
中
原
親
能
の
名
代
と
し
て
軍
勢

を
率
い
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二
、
大
隅
正
ハ
幡
宮
大
神
宝
相
論
を
め
ぐ
る
大
友
頼
泰
と
石
垣
荘

　
大
友
能
直
の
浜
脇
浦
上
陸
伝
説
の
後
、
大
友
氏
と
別
府
が
関
わ

る
事
件
と
し
て
、
大
隅
正
ハ
幡
宮
大
神
宝
相
論
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
大
隅
国
正
八
幡
宮
大
神
宝
と
は
、
正
八
幡
宮
の
遷
宮
の
際
に
神

の
衣
装
や
調
度
等
を
調
え
る
こ
と
で
、
こ
の
費
用
は
豊
前
・
豊
後
・

筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
の
六
国
と
、
壱
岐
・
対
馬
の
二
島
で

負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
当

初
各
国
の
国
司
に
よ
っ
て
調
進
さ
れ
て
い
た
が
、
徐
々
に
そ
の
調

進
方
法
に
行
き
詰
ま
り
が
生
じ
始
め
た
。
こ
の
様
相
を
物
語
る
史

料
と
し
て
次
の
関
東
御
教
書
案
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
正
ハ
幡
官
所
司
神
官
等
中
条
々

一
　
遷
宮
大
神
宝
並
経
論
以
下
御
装
束
事

　
右
、
如
解
状
者
、
六
ケ
国
二
哨
所
令
勤
仕
其
役
也
、
寛
治
造

　
替
之
後
、
康
和
遷
宮
之
時
、
国
司
面
々
所
令
調
進
也
、
（
中

　
略
）
今
度
者
国
管
力
難
及
、
任
宇
佐
之
例
、
仰
守
護
人
可
令
調
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進
云
々
、
（
中
略
）
今
度
披
仰
付
守
護
人
之
由
、
所
司
等
難
中

　
之
、
無
先
例
之
旨
、
宰
府
称
之
、
然
者
、
於
国
管
之
力
難
及
、

　
又
官
使
府
目
代
調
進
之
条
、
如
貞
応
之
時
、
猶
為
不
法
鰍
、

　
男
所
定
其
仁
也
、
早
任
旧
規
、
可
令
調
進
矣
、
（
中
略
）

以
前
両
条
、
大
宰
少
弐
入
道
覚
恵
相
共
、
可
令
致
沙
汰
者
、
依

仰
執
達
如
件
、

　
　
文
永
二
年
十
二
月
廿
六
日
　
　
　
　
相
模
守
ａ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
京
権
大
夫
回

　
　
大
友
式
部
大
夫
殿

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
文
永
二
年
の
大
神
宝
等
の
調
進
に
あ
た
り
、

大
隅
正
ハ
幡
官
の
所
司
神
官
等
は
、
国
管
の
力
が
及
び
難
く
な
っ

た
た
め
、
国
司
に
よ
る
調
進
を
断
念
し
、
宇
佐
官
の
例
に
な
ら
い
、

守
康
人
に
よ
る
調
進
を
幕
府
に
申
請
し
て
い
る
。
こ
の
所
司
神
官

等
の
申
請
に
対
し
て
、
太
宰
府
が
大
神
宝
調
進
に
守
護
が
関
与
し

た
例
は
無
い
と
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、
幕
府
は
、
現
実
的
に
国

管
に
よ
る
調
進
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
宿
便
府
目
代
に
よ
る
調

進
の
不
法
性
か
ら
、
守
康
人
に
よ
る
調
進
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
。

こ
の
文
永
二
年
の
調
進
の
責
任
者
と
し
て
、
大
宰
少
弐
入
道
覚
恵

と
大
友
式
部
大
夫
頼
奉
を
指
名
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
国
管
の
権
限
と
さ
れ
て
き
た
、
大
隅
正

八
幡
宮
の
大
神
宝
の
調
進
が
、
守
護
の
手
に
移
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
国
二
島
の
全
て
の
守
護
が
大
神
宝
調

進
の
役
に
任
命
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
宰
少
弐
入
道
覚
恵
と

大
友
式
部
大
夫
順
奉
の
二
名
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
名
に

対
す
る
幕
府
の
指
名
は
、
彼
等
の
守
護
と
し
て
の
実
力
を
あ
る
程

度
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
、

彼
等
は
翌
四
年
の
三
月
二
十
六
日
の
宮
下
知
状
案
で
は
「
今
度
披

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

定
別
奉
行
人
之
由
、
関
東
御
下
知
之
上
」
と
見
え
、
「
其
人
」
か
　
　
1
2

ら
正
式
に
「
奉
行
人
」
と
し
て
大
神
宝
の
調
進
に
あ
た
る
よ
う
に
　
　
一

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
隅
正
ハ
幡
大
神
宝
調
進
の
奉
行
人
と
な
っ

た
大
友
頼
奉
は
、
こ
の
調
進
を
め
ぐ
っ
て
、
石
垣
荘
と
関
わ
っ
て

い
く
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
、
大
神
宝
調
進
を
め
ぐ
る
大
友
頼
奉

と
石
垣
荘
と
の
関
係
を
史
料
を
追
っ
て
見
て
い
く
。

　
ま
ず
、
次
の
文
永
九
年
十
二
月
二
十
五
日
の
豊
後
守
護
大
友
頼

泰
廻
文
案
に
よ
る
と
。



大
隅
国
正
ハ
幡
官
大
神
宝
調
進
間
、
准
絹
・
根
米
並
官
使
豊
後

経
府
雑
事
等
事
、
准
造
宇
佐
官
例
、
守
配
符
之
旨
、
不
日
可
令

勤
仕
給
、
且
如
　
官
一
旨
・
御
教
書
者
、
不
論
寺
社
権
門
領
、
不

謂
先
々
勤
否
、
雖
為
　
勅
免
之
地
、
平
均
可
催
勤
・
げ
、
然
者
、

縦
雖
有
所
存
之
所
々
、
先
進
済
之
後
、
不
日
向
奉
行
所
、
任
道

理
可
披
明
申
也
、
而
称
可
申
子
細
之
由
、
於
令
遁
避
者
、
更
難

事
行
者
歎
、
価
執
達
如
件
。

　
　
文
永
九
年
十
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
前
出
羽
守
茄

　
　
　
豊
後
国
郡
郷
庄
園
地
頭
代
沙
汰
人
御
中

　
大
友
順
奉
は
、
豊
後
国
郷
荘
園
地
頭
代
沙
汰
人
に
対
し
て
、
大

隅
正
ハ
幡
官
大
神
宝
調
進
の
た
め
、
准
絹
・
禎
米
や
官
使
の
豊
後

経
府
に
お
け
る
雑
事
な
ど
を
、
造
宇
佐
官
の
例
に
準
じ
て
、
配
符

の
旨
を
守
り
、
至
急
に
勤
仕
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
賦
課
の
対
象
は
、
宣
旨
・
御
教
書
に
あ
る
よ
う
に
、
寺
社
権
門

領
で
あ
ろ
う
と
、
か
つ
て
勤
め
た
か
否
か
で
あ
ろ
う
と
、
た
と
え
、

勤
免
の
地
で
あ
ろ
う
と
、
一
切
の
例
外
を
認
め
な
い
も
の
で
、
た

と
え
何
ら
か
の
理
由
が
あ
ろ
う
と
、
ま
ず
諸
役
を
務
め
た
後
に
、

奉
行
所
へ
赴
き
、
何
ら
か
の
申
し
開
き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
厳
重
な
守
護
の
命
に
も
関
わ
ら
ず
、

諸
役
を
務
め
な
い
荘
園
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
石
垣
荘
と
高
田
荘

で
あ
る
。

　
翌
十
年
三
月
二
十
二
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
大
隅
正
ハ
幡
宮
人

神
宝
宮
使
等
訴
状
案
に
よ
る
と
、
未
進
に
つ
き
催
促
を
加
え
た
と

こ
ろ
、
事
を
鎌
倉
の
正
地
頭
に
寄
せ
て
惺
怠
し
、
或
い
は
自
由
の

対
押
を
行
う
人
物
た
ち
の
追
放
と
、
裁
判
に
よ
る
処
分
を
求
め
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
史
料
を
通
じ

て
見
て
み
よ
う
。

正
八
幡
宮
〔
〕
」
」
宝
宿
便
及
国
管
使
者
等
謹
言
上
、

　
為
豊
後
国
石
垣
庄
地
頭
代
迎
西
、
令
難
渋
大
神
宝
用
途
、
引

　
率
数
百
人
勢
、
令
打
擲
揉
顕
　
宣
旨
・
御
教
書
御
使
、
擬
及

　
死
門
事
、

　
（
中
略
）
彼
御
便
等
帯
件
状
、
催
廻
当
庄
公
之
間
、
（
中
略
）

不
顧
先
例
、
致
自
由
難
済
之
上
、
昨
日
計
一
日
催
乗
数
百
人
勢
、

令
打
擲
揉
璃
　
公
家
関
東
御
便
、
各
打
折
乗
馬
等
足
畢
、
就
中

宮
使
面
便
木
工
允
守
国
・
国
管
便
藤
五
郎
大
夫
吉
永
湿
等
者
、
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半
死
半
生
之
間
、
棄
置
其
所
畢
、
（
後
略
）

　
こ
の
大
隅
国
正
ハ
幡
宮
人
神
宝
使
・
国
使
等
申
状
案
に
よ
る
と
、

正
八
幡
宮
人
神
宝
使
・
国
使
ら
が
、
調
進
の
た
め
石
垣
荘
に
入
っ

た
と
こ
ろ
、
地
頭
代
の
迎
西
は
大
神
宝
用
途
を
難
渋
し
、
数
百
人

の
手
勢
を
率
い
て
大
神
宝
使
・
国
使
ら
を
打
擲
疎
隔
し
た
と
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
先
例
を
顧
み
ず
、
自
由
な
振
る
舞
い
を
し
、
難
済

し
た
上
に
、
二
十
一
日
に
数
百
人
の
手
勢
を
集
め
て
打
擲
疎
隔
し
、

公
家
関
東
御
使
の
乗
馬
の
足
を
打
ち
折
り
、
そ
の
上
官
使
本
工
允

守
国
・
国
管
使
藤
五
郎
大
夫
古
永
ら
は
、
半
死
半
生
の
目
に
遭
わ

さ
れ
て
そ
の
場
に
放
置
さ
れ
た
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
目
に
遭
わ
さ
れ
た
大
神
宝
宮
使
ら
は
、
前

記
の
訴
状
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
訴
状
を
受
け
た
大
友
頼
泰
は
、
翌
二
十
三
日
付
け
で
「
訴
状
如

此
、
子
細
何
様
事
乎
、
不
日
企
上
府
、
可
令
陳
中
給
也
」
と
府
内

へ
の
出
頭
と
事
の
弁
明
を
命
じ
て
い
る
。

　
こ
の
大
友
頼
泰
の
命
に
対
し
て
、
石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
は
同
年

四
月
三
日
付
け
で
次
の
陳
状
を
提
出
し
て
い
る
。

豊
後
国
石
垣
庄
地
頭
僧
迎
西
並
名
主
等
謹
弁
申
、

　
為
大
隅
国
正
ハ
幡
言
大
神
宝
言
使
等
、
不
順
自
身
所
行
、
還

　
令
難
渋
大
神
宝
用
途
、
致
狼
籍
由
、
放
訴
中
無
術
事
、

右
解
状
云
、
（
中
略
）
然
間
令
相
伍
其
鰯
、
当
庄
之
輩
、
不
及

狼
籍
結
構
之
旨
、
蒙
御
免
、
可
書
進
起
請
文
之
由
、
面
々
所
訴

中
也
、
雖
然
、
寄
事
於
御
使
訴
、
令
延
引
者
、
似
令
遁
避
当
役

之
間
、
宇
佐
遺
言
役
者
、
不
致
共
助
之
由
、
雖
承
之
、
所
詮
於

既
庄
分
大
神
宝
役
者
、
任
奉
行
所
配
符
、
令
勤
仕
之
後
、
可
令

言
上
子
細
也
、
御
使
訴
訟
篇
者
、
為
当
所
御
成
敗
、
令
落
去
之

様
、
蒙
宥
御
沙
汰
者
、
尤
所
仰
也
、
勁
粗
放
陳
言
上
、
如
件
。

　
　
文
永
十
年
四
月
三
日
　
　
地
頭
代
僧
迎
西
並
名
主
等
上

　
こ
の
石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
名
主
等
陳
状
案
に
よ
る
と
、
大
神
宝

官
使
ら
が
、
自
身
の
所
行
を
顧
み
ず
、
迎
西
ら
が
大
神
宝
用
途
を

難
渋
し
て
狼
籍
を
は
た
ら
い
た
、
と
訴
え
た
こ
と
は
見
当
違
い
で

あ
る
と
し
、
大
神
宝
使
が
訪
れ
た
際
に
、
石
垣
荘
の
輩
は
狼
籍
に

及
ん
だ
こ
と
は
無
く
、
大
神
宝
用
途
の
「
御
免
」
を
蒙
る
た
め
に

起
請
文
を
書
き
進
め
た
い
と
訴
え
た
の
で
あ
る
と
弁
明
す
る
。
そ

し
て
、
宇
佐
官
造
営
役
は
勤
め
な
か
つ
た
が
、
大
神
宝
役
の
当
荘

分
は
奉
行
所
の
配
符
に
従
い
勤
め
、
そ
の
後
子
細
を
言
上
す
る
と
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述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
神
宝
用
途
難
渋
、
官
使
の
打
擲
践
順
に
関
し

て
、
弁
明
し
た
石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
で
あ
る
が
、
同
月
十
一
日
の

豊
後
守
護
大
友
頼
泰
召
文
案
に
よ
る
と
、
高
田
荘
よ
り
逃
亡
を
企

て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

大
神
宝
官
使
申
、
石
垣
庄
地
頭
代
致
狼
籍
之
間
、
欲
令
参
決
之

処
、
自
高
田
庄
之
船
津
凝
遡
上
由
事
、
訴
状
如
此
、
所
詮
相
尋

両
方
子
細
、
為
注
進
言
上
、
止
当
時
之
上
洛
、
共
可
披
上
府
也
、

価
執
達
如
件
、

　
　
文
永
十
年
四
月
十
一
日
　
　
　
　
　
前
出
羽
守
ｇ

　
　
　
石
垣
・
高
田
圃
地
頭
代
殿

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
友
頼
泰
が
、
大
神
宝
官
使
の
中
清
に
よ
り
、

府
内
の
奉
行
所
に
お
い
て
裁
判
を
行
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
石
垣

荘
地
頭
代
迎
西
は
、
高
田
荘
の
船
津
か
ら
海
路
京
都
へ
の
逃
亡
を

企
て
よ
う
と
し
て
お
り
、
両
方
の
子
細
を
尋
ね
た
い
の
で
、
上
洛

を
止
め
府
内
へ
の
出
頭
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
召
文
案
が
出
さ
れ

た
四
月
十
一
日
に
は
、
大
友
頼
泰
は
大
神
宝
官
使
へ
も
書
下
を
出

し
、
石
垣
・
高
田
両
荘
の
地
頭
代
を
呼
ん
で
子
細
を
調
査
す
る
旨

を
報
告
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
大
友
頼
泰
の
命
令
を
聞
く
こ
と
な
く
、

石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
は
、
四
月
十
九
日
に
は
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
、
着
目
す
べ
き
は
石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
が
、
高
田
荘
の
船

津
か
ら
逃
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
田
荘
も
石
垣

荘
と
同
様
に
大
神
宝
調
進
に
対
し
て
抵
抗
し
て
お
り
、
抵
抗
し
て

い
る
荘
園
同
士
で
の
巧
み
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
推
測
し
得
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
そ
の
後
、
大
神
宝
宮
使
ら
は
五
月
八
日
付
け
正
八
幡
宮
大
神
宝
　
　
1
5

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

宮
使
等
申
状
案
で
、
石
垣
荘
地
頭
代
迎
西
以
下
名
主
百
姓
等
の
狼

籍
の
罪
科
を
訴
え
、
そ
の
罪
科
を
逃
れ
る
た
め
に
迎
西
が
召
文
に

背
き
上
洛
し
た
こ
と
を
重
ね
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
訴
え
に
対
し
、
大
友
頼
泰
は
石
垣
荘
名
主
百
姓
等
に
府
内

へ
の
出
頭
・
申
し
開
き
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
頼
泰
の
命
に

石
垣
荘
名
主
百
姓
ら
が
背
い
た
の
か
、
結
論
が
出
な
か
つ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
六
月
に
入
っ
て
も
相
論
は
引
き
続
い
て
お
り
、

六
月
九
日
に
は
、
石
垣
荘
地
頭
名
越
宗
長
が
石
垣
荘
地
頭
代
鬼
鶴

丸
（
迎
西
）
の
申
状
を
進
上
し
沙
汰
を
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ



れ
を
受
け
て
、
六
月
二
十
五
日
付
け
で
関
東
（
鎌
倉
幕
府
）
か
ら

大
友
頼
泰
へ
事
件
の
説
明
を
も
と
め
る
書
状
が
届
け
ら
れ
た
。

大
隅
正
ハ
幡
宮
大
神
宝
用
途
事
、
備
前
次
郎
宗
長
状
詣
議
闘
唄

遣
之
、
致
狼
籍
ｊ
、
早
可
中
子
細
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　
文
永
十
年
六
月
廿
五
日
　
　
　
駿
河
守
ａ
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
回

　
大
友
出
羽
前
司
殿

　
こ
の
関
東
御
教
書
案
に
よ
る
と
、
執
権
の
北
条
時
宗
、
連
署
の

北
条
義
政
が
大
友
頼
泰
に
対
し
て
、
石
垣
荘
地
頭
名
越
宗
長
及
び

地
頭
代
迎
西
の
訴
状
を
受
け
て
、
正
八
幡
宮
大
神
宝
宮
使
ら
の
石

垣
荘
に
お
け
る
狼
薪
に
対
す
る
詳
細
な
報
告
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
の
史
料
か
ら
推
測
で
き
る
興
味
あ
る
こ
と
は
、
四
月
十
九
日

に
高
田
荘
船
津
か
ら
逃
亡
し
た
地
頭
代
迎
西
は
、
行
方
を
く
ら
ま

し
た
の
で
は
な
く
、
石
垣
荘
地
頭
の
名
越
宗
長
の
も
と
に
赴
き
助

け
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
北
条
一
門
で
あ
る
有
力
御

家
人
名
越
宗
長
の
権
威
を
背
景
に
、
自
分
で
は
な
く
大
神
宝
官
使

ら
に
非
が
あ
る
と
主
張
し
、
鎌
倉
幕
府
上
層
部
を
動
か
し
て
、
大

神
宝
調
進
の
奉
行
の
大
友
頼
奉
へ
圧
力
を
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
地
頭
代
迎
西
が
豊
後
を
脱
出
し
た
所
で
あ
り
、
石
垣
荘

と
同
様
に
大
神
宝
用
途
の
調
進
に
抵
抗
し
た
高
田
荘
の
地
頭
は
、

石
垣
荘
と
同
様
に
、
関
東
御
家
人
で
あ
る
秋
田
宗
景
で
あ
り
、
石

垣
荘
と
高
田
荘
の
巧
み
な
連
携
は
、
と
も
に
関
東
御
家
人
を
地
頭

に
も
つ
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
彼
ら

は
地
頭
が
関
東
御
家
人
で
あ
る
こ
と
を
背
景
に
、
そ
の
強
硬
な
抵

抗
姿
勢
を
貫
き
通
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
こ
の
相
論
は
、
そ
の
後
、
大
友
順
奉
が
朝
見
郷
の
百
姓
た

ち
に
ま
で
事
情
徴
集
を
実
施
し
て
、
事
の
真
相
を
追
求
し
よ
う
と

し
て
い
る
様
相
が
う
か
が
え
る
が
、
文
永
十
年
十
月
以
降
の
文
書

が
不
明
な
た
め
、
結
論
が
如
何
な
る
形
で
つ
い
た
の
か
は
判
明
し

な
い
。
と
は
い
え
、
国
管
機
構
の
衰
退
に
伴
い
、
大
友
頼
奉
が
大

隅
正
八
幡
宮
の
大
神
宝
調
進
と
い
う
特
殊
な
権
限
を
幕
府
か
ら
与

え
ら
れ
、
豊
後
に
お
け
る
よ
り
強
固
な
権
限
を
保
有
し
得
た
か
に

見
え
る
が
、
そ
の
権
限
は
、
関
東
御
家
人
等
が
地
頭
職
を
保
有
す

る
地
域
に
お
い
て
は
抵
抗
に
あ
い
、
か
な
り
の
困
難
を
強
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
、
大
隅
正
八
幡
宮
人
神
宝
相
論
を
め
ぐ
る
一
連
の

史
料
群
か
ら
う
か
が
え
る
。
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三
、
大
友
義
統
と
石
垣
原
合
戦

　
大
友
順
奉
が
、
奉
行
と
し
て
関
与
し
た
大
神
宝
用
途
調
進
を
め

ぐ
る
石
垣
荘
の
相
論
以
降
、
大
友
義
続
の
石
垣
原
に
至
る
ま
で
、

大
友
氏
と
別
府
が
深
く
関
わ
っ
た
事
象
は
、
史
料
に
あ
ま
り
登
場

し
な
い
。
し
い
て
あ
げ
れ
ば
、
大
友
義
鎮
の
家
督
相
続
を
め
ぐ
っ

て
、
天
文
十
九
年
二
月
十
日
に
起
き
た
二
階
崩
れ
の
変
の
時
、
家

督
を
継
承
で
き
る
か
否
か
微
妙
な
立
場
に
い
た
義
鎮
が
、
浜
脇
に

湯
治
に
来
て
い
た
と
さ
れ
る
記
録
が
「
大
友
家
文
書
録
」
に
残
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
詣
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
件
に
つ
い
て
も

「
大
友
家
文
書
録
」
と
い
う
記
録
に
「
謂
之
二
階
崩
、
国
中
サ
ウ

動
ス
、
義
鎮
於
浜
脇
聞
之
テ
、
急
キ
立
石
二
至
ル
」
「
十
九
年
庚

戌
二
月
十
二
日
、
義
鎮
為
湯
療
、
在
日
生
認
諾
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
り
、
当
該
機
の
古
文
書
に
具
体
的
な
内
容
を
記
す
も

の
は
な
に
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
大
友
義
鎮
の

別
府
浜
脇
の
湯
療
の
記
録
以
降
、
大
友
氏
が
別
府
を
舞
台
と
し
て

活
動
し
た
最
大
の
事
件
が
石
塩
原
合
戦
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
最
後
に
大
友
義
続
と
石
垣
原
合
戦
に
つ
い
て
、
史

料
を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
。

　
大
友
氏
第
二
十
二
代
の
義
統
は
、
文
禄
二
年
の
朝
鮮
出
兵
の
折

り
の
敵
前
逃
亡
の
罪
に
よ
り
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
豊
後
を
除
国

さ
れ
、
身
柄
は
毛
利
輝
元
に
預
け
ら
れ
、
義
統
の
長
男
義
乗
も
加

藤
清
正
へ
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
文
禄
三
年
に

義
統
は
常
陸
国
水
戸
の
佐
竹
義
宣
へ
、
義
乗
は
江
戸
の
徳
川
家
康

に
預
け
直
さ
れ
た
。
そ
し
て
慶
長
三
年
三
月
に
豊
臣
秀
吉
が
死
去

し
た
の
ち
、
翌
四
年
に
至
っ
て
義
統
は
幽
閉
の
身
を
解
か
れ
、
水

戸
か
ら
江
戸
牛
込
に
居
住
す
る
長
子
義
乗
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。

時
は
、
徳
川
方
と
石
田
方
が
一
蝕
即
発
の
状
態
で
、
関
ケ
原
合
戦

が
ま
も
な
く
生
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
義
統
は
、
長

子
義
乗
が
世
話
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
徳
川
方
に

志
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
伏
見
に
居
た
徳
川
家
康
に
会

う
た
め
上
京
し
た
際
に
、
石
田
方
か
ら
誘
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
慶
長
五
年
六
月
、
徳
川
・
石
田
の
戦
端
が
聞
か
れ
、
大
友
義
統

も
そ
の
渦
中
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。

　
　
「
大
友
家
文
書
録
」
に
よ
る
と
、
八
月
下
旬
に
毛
利
輝
元
は
三

好
丹
後
守
を
使
い
と
し
て
義
統
へ
派
遣
し
、
今
度
の
合
戦
で
豊
後
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に
入
り
石
田
方
の
西
軍
と
し
て
挙
兵
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
軍
艦
と

援
兵
を
授
け
る
こ
と
を
伝
え
、
義
統
は
徳
川
方
の
東
軍
に
味
方
す

る
と
い
う
黒
田
如
水
・
加
藤
清
正
ら
と
の
密
約
を
隠
し
て
こ
れ
を

了
承
し
、
輝
元
へ
の
誓
い
と
し
て
二
男
長
熊
丸
ら
を
人
質
と
し
て

差
し
出
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
義
統
と
黒
田
・
加
藤
ら
と
の
密

約
を
示
す
記
録
は
、
こ
の
「
大
友
家
文
書
録
」
以
外
に
は
無
く
、

こ
の
密
約
説
の
存
在
は
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
義
統
は
西
軍
に
味
方
し
、
輝
元
よ
り
軍
艦
及
び
鉄
砲

隊
百
人
を
受
け
取
り
、
大
畠
よ
り
乗
船
し
海
路
豊
後
へ
下
っ
た
。

急
度
染
筆
候
、
価
昨
日
九
海
上
無
異
儀
、
別
府
浦
へ
罷
□
、
至
立

石
村
令
宿
陣
候
、
今
日
者
、
方
々
人
数
等
中
葉
、
可
相
働
覚
悟

候
、
吉
左
右
追
々
可
中
遣
候
条
、
爰
許
之
儀
、
少
″
気
仕
有
間
数

候
、
雖
無
中
迄
候
、
長
蔵
へ
倍
心
添
肝
要
候
、
い
よ
く
ぉ
と

な
し
く
、
堪
忍
中
候
哉
、
承
度
候
、
委
細
口
上
．
・
令
中
候
条
、
不

具
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
九
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
庵
ａ

　
　
　
　
岐
部
又
兵
衛
尉
殿

　
　
　
　
柴
田
左
馬
助
殿

　
右
の
大
友
中
庵
書
状
は
、
豊
後
へ
到
着
し
た
義
統
が
、
人
質
と

し
て
西
軍
に
差
し
出
し
た
二
男
長
熊
丸
の
乳
母
岐
部
夫
婦
及
び
守

役
の
柴
田
左
馬
助
に
対
し
て
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
豊
後
へ
下
る
海
上
も
支
障
を
来
す
こ
と
な
く
、

九
月
九
日
に
別
府
浦
へ
到
着
し
、
十
日
に
は
散
り
散
り
に
な
っ
て

い
る
大
友
旧
臣
へ
連
絡
を
取
り
参
集
す
る
よ
う
手
は
ず
を
す
す
め

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
義
統
の
こ
と
は
少
し
も
心
配

な
い
の
で
、
二
男
長
熊
丸
の
こ
と
を
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
頼
む

と
い
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
九
日
に
別
府
へ
上
陸
し
た
義
統
は
立
石
に
布
陣
し
、
東
軍
の
黒

田
如
水
は
同
日
豊
後
へ
向
け
て
中
津
城
を
発
っ
た
。
十
日
夜
に
は
、

大
友
軍
の
別
働
隊
の
吉
弘
統
幸
ら
が
、
東
軍
の
細
川
忠
興
の
城
代

松
井
康
之
・
有
吉
立
行
が
籤
も
る
木
付
城
を
攻
め
た
が
落
と
せ
ず
、

別
働
隊
は
や
む
な
く
石
垣
原
へ
移
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方

黒
田
如
水
は
大
友
方
の
富
来
城
攻
撃
の
た
め
、
十
日
の
夜
に
赤
根

峠
に
野
営
し
て
い
た
が
、
木
付
よ
り
義
統
の
立
石
布
陣
の
知
ら
せ

を
受
け
、
時
枝
平
太
夫
ら
援
軍
を
木
付
へ
派
遣
し
、
十
一
日
に
は

富
来
城
攻
撃
よ
り
義
統
討
伐
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
決
め
て
急
速

石
垣
原
へ
兵
を
進
め
た
。
十
三
日
に
な
る
と
、
木
付
城
の
松
井
・
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有
吉
軍
と
援
軍
の
時
枝
軍
も
兵
を
立
石
へ
進
め
、
松
井
・
有
吉
軍

は
鶴
見
村
を
経
て
実
相
寺
山
に
、
援
軍
は
谷
間
の
道
を
進
み
立
石

へ
向
か
い
野
原
に
布
陣
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
友
軍
の
先
手
も

出
陣
し
戦
端
を
開
い
た
が
、
時
枝
軍
に
発
砲
し
よ
う
と
し
た
大
友

軍
め
が
け
て
松
井
・
有
吉
軍
が
実
相
寺
を
下
っ
て
攻
撃
を
し
か
け
、

大
友
軍
は
敗
走
し
立
石
に
集
結
し
再
び
合
戦
を
試
み
る
が
、
吉
弘

統
幸
・
宗
像
鎮
統
ら
重
臣
が
相
次
い
で
戦
死
し
、
敗
色
は
次
第
に

濃
厚
に
な
っ
て
い
っ
た
。
立
石
の
陣
に
雁
も
っ
て
戦
況
を
見
守
っ

て
い
た
義
統
は
、
十
四
日
に
毛
利
（
母
里
）
太
兵
衛
を
通
じ
て
実
相

寺
に
布
陣
し
た
黒
田
如
水
へ
降
伏
を
申
し
出
て
、
夕
刻
に
至
っ
て

主
従
十
人
で
毛
利
太
兵
衛
の
陣
へ
出
頭
し
た
。
如
水
は
下
野
九
兵

衛
を
付
け
て
義
統
以
下
を
中
津
城
に
送
り
禁
鋼
に
処
し
た
。
そ
の

後
、
義
統
は
関
ケ
原
合
戦
終
了
後
、
死
一
等
を
減
じ
ら
れ
て
常
陸

国
に
流
さ
れ
、
大
友
家
の
豊
後
復
帰
の
夢
は
あ
え
な
く
潰
え
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
、
石
垣
原
合
戦
で
一
番
問
題
な
の
は
、
一
旦
は
東
軍
に
つ

く
と
思
わ
れ
た
義
統
が
、
何
故
西
軍
に
加
担
し
、
再
び
豊
後
へ
下
っ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
行

わ
れ
、
あ
る
程
度
一
致
し
た
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
そ
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。
「
別
府
市
誌
」
に
よ
る
と
「
義
統

は
、
東
す
る
か
西
す
る
か
、
意
志
の
決
定
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
義
統
の
子
義
乗
が
徳
川
秀
忠
に
預
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
東
軍
に
つ
く
意
志
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

西
軍
に
味
方
し
た
毛
利
輝
元
は
、
そ
の
勢
力
を
拡
大
す
る
た
め
に

西
軍
に
属
し
豊
後
で
旗
揚
げ
す
る
よ
う
に
す
す
め
た
。
義
統
に
と
っ

て
西
軍
へ
の
勧
誘
は
、
先
祖
伝
来
の
所
領
豊
後
へ
の
復
帰
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
心
を
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
か
れ
は
東
軍
に
つ
く
意
志
を
す
て
西
軍
に
属
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
西
軍
か
ら
の
豊
後
一
国
安
堵
の
空
手
形
を
授

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
義
統
は
豊
後
復
帰
を
夢
見
て
東
軍
か
ら
西

軍
に
寝
返
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
『
大
分
県
史
中
世
篇
�
』
も
こ

の
見
解
と
同
様
に
「
吉
統
は
、
嫡
子
能
乗
を
徳
川
家
に
随
身
さ
せ

自
身
は
隠
棲
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、

秀
頼
か
ら
空
手
形
に
し
て
も
豊
後
一
国
の
安
堵
を
得
た
こ
と
に
よ

り
、
や
む
な
く
西
軍
に
組
す
る
決
心
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と

あ
り
、
空
手
形
契
約
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
示

す
と
お
り
、
義
統
が
豊
後
復
帰
を
夢
見
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
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で
あ
ろ
う
、
し
か
し
当
該
機
の
状
況
を
考
え
る
と
、
義
続
の
西
軍

寝
返
り
に
は
も
う
一
つ
の
動
機
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
動
機
は
、
大
友
家
の
存
続
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秀
吉
に

よ
る
豊
後
除
国
に
よ
っ
て
、
大
友
家
は
事
実
上
の
消
失
の
憂
き
目

に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
、
歴
史
情
勢
の
推
移
か
ら
、
嫡
子

義
乗
は
徳
川
家
の
被
官
と
な
り
、
自
身
も
流
罪
を
と
か
れ
る
こ
と

が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
ま
た
関
ケ
原
と
い
う
全
国
を
二
分
す

る
巨
大
な
合
戦
が
勃
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
合

戦
に
お
い
て
は
東
軍
・
西
軍
い
ず
れ
が
勝
利
し
て
も
お
か
し
く
な

い
状
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
義
続
と
し
て
は
、
大
友

家
が
、
嫡
子
義
乗
の
東
軍
参
加
で
Ｔ
不
化
し
た
場
合
、
西
軍
勝
利

に
よ
っ
て
取
り
つ
ぶ
さ
れ
る
可
能
性
を
想
像
し
得
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
の
た
め
、
嫡
子
義
乗
が
東
軍
に
加
担
し
、
自
身
は
西

軍
と
し
て
動
き
、
い
ず
れ
が
勝
利
し
て
も
大
友
家
の
完
全
な
る
崩

壊
が
無
い
よ
う
に
配
慮
し
て
、
西
軍
加
担
を
決
め
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
史
料
も
残
っ
て
い
な

い
た
め
、
想
像
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
南
北
朝
期
に
一
族

が
南
朝
・
北
朝
に
分
か
れ
て
戦
っ
た
ケ
ー
ス
や
、
関
ヶ
原
合
戦
に

お
い
て
真
田
家
が
親
子
兄
弟
分
か
れ
て
東
軍
・
西
軍
に
参
加
し
た

ケ
ー
ス
を
考
え
れ
ば
、
十
分
想
像
し
得
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
、
①
大
友
能
直
の
浜
脇
浦
上
陸
伝
説
　
②
大
隅
正
八

幡
宮
大
神
宝
拙
論
を
め
ぐ
る
大
友
頼
泰
と
石
垣
荘
　
③
大
友
義
統

と
石
垣
原
合
戦
の
三
点
に
つ
い
て
、
史
料
を
通
し
て
別
府
に
関
係

す
る
大
友
氏
の
事
象
を
追
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
三
点

に
つ
い
て
も
う
一
度
ま
と
め
を
行
い
、
終
わ
り
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
大
友
能
直
の
浜
脇
浦
上
陸
伝
説
で
あ
る
が
、
佳
久
七
年

の
段
階
で
、
大
友
能
直
は
豊
前
・
豊
後
守
護
並
び
に
鎮
西
奉
行
で

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
鎮
西
奉
行
的
な
権
限
を
行
使
で
き
た
の
は

養
父
の
中
原
親
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
建
久
七
年
に
大
野
泰
基

ら
の
豊
後
武
士
が
起
こ
し
た
反
乱
に
お
け
る
大
友
能
直
の
浜
脇
浦

上
陸
は
、
泰
基
ら
が
起
こ
し
た
反
乱
が
、
大
友
能
直
入
国
に
対
し

て
で
は
な
く
、
鎮
西
奉
行
的
権
限
を
保
有
す
る
養
父
中
原
親
能
に

対
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
し
仮
に
大
友
能
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直
が
浜
脇
浦
に
上
陸
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
豊
後
守
護
の
大
友

能
直
で
は
な
く
、
養
父
中
原
親
能
の
名
代
と
し
て
軍
勢
を
率
い
て

き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
大
隅
正
八
幡
宮
大
神
宝
相
論
を
め
ぐ
る
大
友
頼
泰
と

石
垣
荘
に
つ
い
て
は
、
国
管
機
構
の
衰
退
に
伴
い
、
大
友
頼
泰
が

大
隅
正
ハ
幡
宮
の
大
神
宝
調
進
と
い
う
特
殊
な
権
限
を
幕
府
か
ら

与
え
ら
れ
、
豊
後
に
お
け
る
よ
り
強
固
な
権
限
を
保
有
し
得
た
か

に
見
え
る
が
、
関
東
御
家
人
が
地
頭
職
を
保
有
す
る
荘
園
に
お
い

て
は
、
在
地
の
巧
み
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
抵
抗
に
阻
ま
れ
、
ま
た
、

幕
府
上
層
部
を
も
相
論
に
絡
ん
で
く
る
な
ど
し
て
、
国
管
機
構
と

幕
府
機
構
と
の
板
挟
み
的
な
困
難
な
立
場
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

　
最
後
に
、
大
友
義
統
と
石
垣
原
合
戦
に
お
け
る
義
統
の
西
軍
へ

の
寝
返
り
は
、
従
来
の
豊
後
安
堵
の
空
手
形
契
約
説
以
外
に
、
大

友
家
の
東
軍
一
本
化
に
よ
る
、
西
軍
勝
利
に
お
け
る
取
り
つ
ぶ
し

回
避
の
た
め
に
、
あ
え
て
西
軍
加
担
を
決
め
た
の
で
は
と
い
う
、

取
り
潰
し
回
避
説
も
考
え
等
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
大
友
家
と
別
府
が
関
係
す
る
歴
史
事
象
に
つ
い
て
史
料

を
通
し
て
再
検
討
し
て
み
た
が
、
従
来
の
研
究
諸
説
を
越
え
る
も

の
は
何
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
て

本
稿
を
終
え
た
い
。

注

（
―
）
　
「
別
府
市
誌
」
（
一
九
八
五
年
）
第
三
章
「
大
友
氏
と
別
府
」

　
　
（
三
三
七
頁
～
三
八
〇
頁
）

ら

２
）
　
『
大
分
県
史
中
世
篇
Ｉ
』
（
一
九
八
二
年
）
第
二
章
及
び
第
三
章

八
３

Ｗ

ら
４

Ｗ

心
５

Ｗ

「
大
分
市
史
中
」
（
一
九
八
七
年
）
「
大
友
氏
と
府
中
」
第
一
章

『
大
分
県
地
方
史
』
二
四
号
、
一
九
六
〇
年

『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
九
九
号

（
６
）
　
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
八
七
号

（
７
）
　
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
九
〇
号

（
８
）
　
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
九
一
号

（
９
）

（

1 0
）

（

1 1
）

（

1 2
）

（

1 3
）

「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
一
巻
三
二
七
号

『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
九
三
号

『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
一
巻
二
九
三
号
の
注
を
参
照

『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
　
一
巻
三
〇
三
号

前
掲
注
（
２
）
文
献
の
三
四
頁
～
三
九
頁
参
照
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≒ ･

7 1

（
1
4
）

（
1
5
）

「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
四
号

「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
二
八
三
号

（
1
6
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
八
一
七
号

（
1
7
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
七
－
一
号

（
1
8
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
八
一
九
号

（
1
9
）
　
「
豊
後
守
護
大
友
頼
奉
召
文
案
」
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇

　
　
　
八
一
八
号

（
2
0
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
八
一
一
四
号

（
2
1
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
八
一
一
〇
号

（
2
2
）
　
「
豊
後
守
護
大
友
頼
奉
書
下
案
」
『
大
分
県
史
料
』
三
〇
巻
三
〇

　
　
　
八
－
一
六
号

（
2
3
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
七
一
四
号

（
2
4
）
　
「
豊
後
守
護
大
友
頼
奉
召
文
案
」
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇

　
　
　
八
一
一
二
号

（
2
5
）

「
大
分
県
史
料
」
三
〇

　
　
巻
三
〇
九
一
二
号

（
2
6
）
　
「
大
分
県
史
料
」
三
〇
巻
三
〇
九
一
一
号

（
2
7
）
　
「
豊
後
国
朝
見
郷
百
姓
等
起
請
証
状
案
」
「
大
分
県
史
料
」
三
〇

　
　
巻
三
〇
八
Ｉ
一
七
・
一
八
号

（
2
8
）
　
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
一
九
巻
五
・
六
号

（
2
9
）
　
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
ニ
ハ
巻
三
八

　
　
一
号

（
3
0
）
　
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
二
九
巻
六
二
号

（
3
1
）
　
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
二
九
巻
八
九
号

（
3
2
）
　
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
」
二
九
巻
九
五
号

（
3
3
）
　
前
掲
注
（
―
）
文
献
の
三
六
七
頁

（
3
4
）
　
『
大
分
県
史
中
世
篇
Ⅲ
』
（
一
九
八
七
年
）
三
三
五
頁
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